
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
第
四

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第
四
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
前
に
実
施
さ
れ
た
特
定
健
康
診
査
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
）
の
血

糖
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準

（平
成
1
9
年
厚
生
労

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準

（平
成
1
9年
厚
生
労

働
省
令
第
1
5
7
号

）第
４
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

働
省
令
第
1
5
7号

）第
４
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
基
準
は

次
の
と
お
り
と
す
る

め
る
基
準
は

次
の
と
お
り
と
す
る

、
。

、
。

血
糖
検
査
の
結
果

空
腹
時
血
糖
値
が
1
0
0
mg
／
d
l
以
上
又
は
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ

血
糖
検
査
の
結
果

空
腹
時
血
糖
値
が
1
0
0
m
g
／
d
l
以
上
又
は
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ

、
、

１
ｃ
が

.
6％

（Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｐ
値

）以
上
で
あ
る
こ
と

た
だ
し

や
む
を
得
ず
空
腹

１
ｃ
が

.
6
％

（Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｐ
値

）以
上
で
あ
る
こ
と

5
。

、
5

時
以
外
に
お
い
て
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ
を
測
定
し
な
い
場
合
に
は

空
腹
で
は
な

、

い
場
合
の
血
糖
値

（随
時
血
糖
値

）が
1
0
0
m
g
／
d
l
以
上
で
あ
る
こ
と
。


